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学習資料 子どもの権利条約
第 1 ～ 40 条抄訳一覧付き

（A3 ／ 1 枚／両面）

第
だい 24条じょう	【健け ん

康
こ う

・医
い

療
りょう

への権
け ん

利
り

】

子
こ
どもは、健

けん
康
こう
でいられ、必

ひつ
要
よう
な

医
い
療
りょう
や保

ほ
健
けん
サービスを受

う
ける権

けん
利
り
を

もっています。

心
こころ
やからだに障

しょう
がいがある子

こ
どもは、

尊
そん
厳
げん
が守
まも
られ、自

じ
立
りつ
し、社

しゃ
会
かい
に参
さん
加
か

しながら生
せい
活
かつ
できるよう、教

きょう
育
いく
や訓
くん

練
れん
、保

ほ
健
けん
サービスなどを受

う
ける権

けん
利
り

をもっています。

第
だい 23条じょう	【障しょうがいのある子こ ども】第

だい 22条じょう	【難な ん

民
み ん

の子
こ

ども】

自
じ
分
ぶん
の国
くに
の政
せい
府
ふ
からのはく害

がい
をのが

れ、難
なん
民
みん
となった子

こ
どもは、のがれ

た先
さき
の国
くに
で守
まも
られ、援

えん
助
じょ
を受

う
けるこ

とができます。

子
こ
どもを養

よう
子
し
にする場

ば
合
あい
には、その

子
こ
どもにとって、もっともよいことを

考
かんが
え、その子

こ
どもや新

あたら
しい親

おや
（保

ほ
護
ご

者
しゃ
）のことなどをしっかり調

しら
べたうえ

で、国
くに
や公
おおやけ
の機

き
関
かん
だけが養

よう
子
し
縁
えん
組
ぐみ
を

認
みと
めることができます。

第
だい 21条じょう	【養よ う

子
し

縁
え ん

組
ぐ み

】

第
だい 28条じょう	【教きょう育い く

を受
う

ける権
け ん

利
り

】

子
こ
どもは教

きょう
育
いく
を受

う
ける権

けん
利
り
をもってい

ます。国
くに
は、すべての子

こ
どもが小

しょう
学
がっ

校
こう
に行

い
けるようにしなければなりませ

ん。さらに上
うえ
の学
がっ
校
こう
に進
すす
みたいときに

は、みんなにそのチャンスが与
あた
えられ

なければなりません。学
がっ
校
こう
のきまりは、

子
こ
どもの尊

そん
厳
げん
が守
まも
られるという

考
かんが
え方
かた
からはずれるもの

であってはなりません。

子
こ
どもは、心

こころ
やからだがすこやかに

成
せい
長
ちょう
できるような生

せい
活
かつ
を送
おく
る権
けん
利
り
を

もっています。親
おや
（保

ほ
護
ご
者
しゃ
）はそのた

めの第
だい
一
いち
の責
せき
任
にん
者
しゃ
ですが、必

ひつ
要
よう
なと

きは、食
た
べるも

のや着
き
るもの、

住
す
むところなど

について、国
くに
が

手
て
助
だす
けします。

第
だい 27条じょう	【生せ い

活
か つ

水
す い

準
じゅん

の確
か く

保
ほ

】第
だい 26条じょう	【社し ゃ会か い保ほ 障しょうを受う ける権け ん利り 】
子
こ
どもは、生

せい
活
かつ
していくのにじゅうぶ

んなお金
かね
がないときには、国

くに
からお

金
かね
の支

し
給
きゅう
などを受

う
ける権

けん
利
り
をもって

います。

施
し
設
せつ
に入
はい
っている子

こ
どもは、その扱

あつか

いがその子
こ
どもにとってよいもので

あるかどうかを定
てい
期
き
的
てき
に調
しら
べてもら

う権
けん
利
り
をもって

います。

第
だい 25条じょう	【施し 設せ つ

に入
は い

っている
子
こ

ども】

第
だい 32条じょう	【経け い

済
ざ い

的
て き

搾
さ く

取
し ゅ

・
有
ゆ う

害
が い

な労
ろ う

働
ど う

からの保
ほ

護
ご

】
子
こ
どもは、むりやり働

はたら
かされたり、そ

のために教
きょう
育
いく
を受

う
けられなくなった

り、心
こころ
やからだによくない仕

し
事
ごと
をさせ

られたりしないように
守
まも
られる権

けん
利
り
をもって

います。

子
こ
どもは、休

やす
んだり、遊

あそ
んだり、文

ぶんか
化

芸
げいじゅつ
術活

かつどう
動に参

さん
加
か
したりする権

けん
利
り
をもっ

ています。

第
だい 31条じょう	【休や す

み、遊
あ そ

ぶ権
け ん

利
り

】第
だい 30条じょう	【少しょう数す う

民
み ん

族
ぞ く

・先
せ ん

住
じゅう

民
み ん

の
子
こ

ども】
少
しょうすう
数民
みん
族
ぞく
の子

こ
どもや、もとからその

土
と
地
ち
に住

す
んでいる人

ひと
びとの子

こ
どもは、

その民
みん
族
ぞく
の文
ぶん
化
か
や

宗
しゅうきょう
教、ことばをも

つ権
けん
利
り
をもってい

ます。

教
きょういく
育は、子

こ
どもが自

じ
分
ぶん
のもっている

能
のう
力
りょく
を最
さい
大
だい
限
げん
のばし、人

じん
権
けん
や平
へい
和
わ
、

環
かん
境
きょう
を守
まも
ることなどを学

まな
ぶためのも

のです。

第
だい 29条じょう	【教きょう育い く

の目
も く

的
て き

】

第
だい 36条じょう	【あらゆる搾さ く

取
し ゅ

からの
保
ほ

護
ご

】
国
くに
は、どんなかたちでも、子

こ
どもの

幸
しあわ
せをうばって利

り
益
えき
を得

え
るようなこ

とから子
こ
どもを

守
まも
らなければな

りません。

国
くに
は、子

こ
どもが誘

ゆう
拐
かい
されたり、売

う
り買

か

いされたりすることのないように守
まも
ら

なければなりません。

第
だい 35条じょう	【誘ゆ う

拐
か い

・売
ば い

買
ば い

からの保
ほ

護
ご

】第
だい 34条じょう	【性せ い

的
て き

搾
さ く

取
し ゅ

からの保
ほ

護
ご

】

国
くに
は、子

こ
どもが児

じ
童
どう
ポルノや児

じ
童
どう
買
かい

春
しゅん
などに利

り
用
よう
されたり、性

せい
的
てき
な虐
ぎゃく
待
たい

を受
う
けたりすることのないように守

まも
ら

なければなりません。

国
くに
は、子

こ
どもが麻

ま
薬
やく
や覚
かく
せい剤

ざい
などを

売
う
ったり買

か
ったり、使

つか
ったりすること

にまきこまれないように守
まも
らなけれ

ばなりません。

第
だい 33条じょう	【麻ま 薬や く・覚か く

せい剤
ざ い

など
からの保

ほ

護
ご

】

第
だい 40条じょう	【子こ どもに関か ん

する司
し

法
ほ う

】

罪
つみ
を犯
おか
したとされた子

こ
どもは、ほか

の人
ひと
の人
じん
権
けん
の大
たい
切
せつ
さを学

まな
び、社

しゃ
会
かい
に

もどったとき自
じ
分
ぶん
自
じ
身
しん
の役
やく
割
わり
をしっ

かり果
は
たせるようになることを考

かんが
え

て、扱
あつか
われる権

けん
利
り
をもっています。

虐
ぎゃくたい
待、人

にん
間
げん
的
てき
でない扱

あつか
い、戦

せん
争
そう
など

の被
ひ
害
がい
にあった子

こ
どもは、心

こころ
やから

だの傷
きず
をなおし、社

しゃ
会
かい
にもどれるよ

うに支
し
援
えん
を受

う
ける

ことができます。

第
だい 39条じょう	【被ひ 害が い

にあった子
こ

どもの
回
か い

復
ふ く

と社
し ゃ

会
か い

復
ふ っ

帰
き

】
第
だい 38条じょう	【戦せ ん

争
そ う

からの保
ほ

護
ご

】

国
くに
は、15歳

さい
にならない子

こ
どもを軍

ぐん
隊
たい

に参
さん
加
か
させないようにします。また、

戦
せん
争
そう
にまきこまれた子

こ
どもを守

まも
るた

めに、できること
はすべてしなけれ
ばなりません。

どんな子
こ
どもに対

たい
しても、拷

ごう
問
もん
や人
にん

間
げん
的
てき
でないなどの扱

あつか
いをしてはなり

ません。また、子
こ
どもを死

し
刑
けい
にしたり、

死
し
ぬまで刑

けい
務
む
所
しょ
に入

い
れたりすること

は許
ゆる
されません。もし、罪

つみ
を犯
おか
して

たいほされても、尊
そん

厳
げん
が守
まも
られ年

ねん
れいに

あった扱
あつか
いを受

う
ける

権
けん
利
り
をもっています。

第
だい 37条じょう	【拷ご う

問
も ん

・死
し

刑
け い

の禁
き ん

止
し

】

「子
こ

どもの権
け ん

利
り

条
じょうやく

約」第
だ い

1〜40条
じょう

日
に

本
ほん

ユニセフ協
きょう

会
かい

抄
しょう

訳
やく

第
だい 4条じょう	【国く に

の義
ぎ

務
む

】

国
くに
は、この条

じょう
約
やく
に書

か
かれた権

けん
利
り
を守
まも

るために、必
ひつ
要
よう
な法
ほう
律
りつ
を作
つく
ったり政

せい
策
さく

を実
じっ
行
こう
したりしなければなりません。

子
こ
どもに関

かん
係
けい
のあることが決

き
められ、

行
おこな
われるときには、子

こ
どもにもっと

もよいことは何
なに

かを第
だい
一
いち
に考
かんが
え

なければなりま
せん。

第
だい 3条じょう	【子こ どもにもっとも

よいことを】
第
だい 2条じょう	【差さ 別べ つ

の禁
き ん

止
し

】

すべての子
こ
どもは、みんな平

びょう
等
どう
にこの条

じょう

約
やく
にある権

けん
利
り
をもっています。子

こ
どもは、

国
くに
のちがいや、性

せい
のちがい、どのような

ことばを使
つか
うか、どんな宗

しゅう
教
きょう
を信
しん
じてい

るか、どんな意
い
見
けん
をもっているか、心

こころ
やか

らだに障
しょう
がいがあるかないか、お金

かね
持
も
ち

であるかないか、親
おや
がど

ういう人
ひと
であるか、などに

よって差
さ
別
べつ
されません。

18歳
さい
になっていない人

ひと
を子

こ
どもとし

ます。

第
だい 1条じょう	【子こ どもの定て い

義
ぎ

】

国
くに
は、子

こ
どもが、名

な
前
まえ
や国
こく
籍
せき
、家

か
族
ぞく

の関
かん
係
けい
など、自

じ
分
ぶん
が自

じ
分
ぶん
であること

を示
しめ
すものをむやみにうばわれるこ

とのないように
守
まも
らなくてはな

りません。

第
だい 8条じょう	【名な 前ま え

・国
こ く

籍
せ き

・家
か

族
ぞ く

関
か ん

係
け い

が
守
ま も

られる権
け ん

利
り

】
第
だい 7条じょう	【名な 前ま え

・国
こ く

籍
せ き

をもつ権
け ん

利
り

】

子
こ
どもは、生

う
まれたらすぐに登

とう
録
ろく

（出
しゅっ
生
しょう
届
とどけ
など）されなければなりま

せん。子
こ
どもは、名

な
前
まえ
や国
こく
籍
せき
をもち、

できるかぎり親
おや
を知

し
り、親

おや
に育
そだ
てて

もらう権
けん
利
り
をもっています。

第
だい 6条じょう		【生い きる権け ん

利
り

・育
そ だ

つ権
け ん

利
り

】

すべての子
こ
どもは、生

い
きる権

けん
利
り
・育
そだ

つ権
けん
利
り
をもっています。

親
おや
（保

ほ
護
ご
者
しゃ
）は、子

こ
どもの発

はっ
達
たつ
に応
おう

じて、適
てき
切
せつ
な指

し
導
どう
をします。国

くに
は、親

おや

の指
し
導
どう
を尊
そん
重
ちょう
します。

第
だい 5条じょう		【親お や

の指
し

導
ど う

を尊
そ ん

重
ちょう

】

第
だい 12条じょう	【意い 見け ん

を表
あらわ

す権
け ん

利
り

】

子
こ
どもは、自

じ
分
ぶん
に関
かん
係
けい
のあることに

ついて自
じ
由
ゆう
に自

じ
分
ぶん
の意

い
見
けん
を表
あらわ
す権
けん
利
り

をもっています。その意
い
見
けん
は、子

こ
ど

もの発
はっ
達
たつ
に応
おう
じて、じゅうぶん考

こう
慮
りょ
さ

れなければなりません。

国
くに
は、子

こ
どもが国

くに
の外
そと
へ連

つ
れさられ

たり、自
じ
分
ぶん
の国
くに
にもどれなくなったり

しないようにします。

第
だい 11条じょう	【よその国く に

に
連
つ

れさられない権
け ん

利
り

】
第
だい 10条じょう	【別べ つ

々
べ つ

の国
く に

にいる親
お や

と
会
あ

える権
け ん

利
り

】
子
こ
どもには、親

おや
と引

ひ
き離
はな
されない権

けん

利
り
があります。子

こ
どもにもっともよい

という理
り
由
ゆう
から、引

ひ
き離
はな
されることも

認
みと
められますが、その場

ば
合
あい
は、親

おや
と

会
あ
ったり連

れん
絡
らく

したりするこ
とができます。

国
くに
は、別

べつ
々
べつ
の国
くに
にいる親

おや
と子

こ
どもが

会
あ
ったり、一

いっ
緒
しょ
にくらしたりするため

に、国
くに
を出

で
入
い
りできるよう配

はい
慮
りょ
します。

親
おや
がちがう国

くに
に

住
す
んでいても、

子
こ
どもは親

おや
と連
れん

絡
らく
をとることが

できます。

第
だい 9条じょう	【親お や

と引
ひ

き離
は な

されない
権
け ん

利
り

】

子
こ
どもは、ほかの人

ひと
びとと一

いっ
緒
しょ
に団
だん

体
たい
をつくったり、集

しゅう
会
かい
を行
おこな
ったりする

権
けん
利
り
をもっています。

第
だい 15条じょう	【結け っ

社
し ゃ

・集
しゅう

会
か い

の自
じ

由
ゆ う

】 第
だい 16条じょう	【プライバシー・名め い

誉
よ

の
保
ほ

護
ご

】
子
こ
どもは、自

じ
分
ぶん
や家

か
族
ぞく
、住

す
んでいる

ところ、電
でん
話
わ
やメールなどのプライバ

シーが守
まも
られます。

また、他
た
人
にん
から

誇
ほこ
りを傷

きず
つけら

れない権
けん
利
り
を

もっています。

第
だい 14条じょう	【思し 想そ う

・良
りょう

心
し ん

・宗
しゅう

教
きょう

の
自
じ

由
ゆ う

】
子
こ
どもは、思

し
想
そう
・良
りょう
心
しん
・宗
しゅう
教
きょう
の自

じ
由
ゆう

についての権
けん
利
り
をもっています。

子
こ
どもは、自

じ
由
ゆう
な方
ほう
法
ほう
でいろいろな

情
じょうほう
報や考

かんが
えを伝

つた
える権

けん
利
り
、知

し
る権
けん
利
り

をもっています。

第
だい 13条じょう	【表ひょう現げ ん

の自
じ

由
ゆ う

】

第
だい 20条じょう	【家か 庭て い

をうばわれた
子
こ

どもの保
ほ

護
ご

】
家
か
庭
てい
をうばわれた子

こ
どもや、その家

か

庭
てい
環
かん
境
きょう
にとどまることが子

こ
どもに

とってよくないと判
はん
断
だん
され、家

か
庭
てい
にい

ることができなくなった
子
こ
どもは、かわりの保

ほ
護
ご

者
しゃ
や家

か
庭
てい
を用
よう
意
い
しても

らうなど、国
くに
から守

まも
って

もらうことができます。

どんなかたちであれ、子
こ
どもが暴

ぼうりょく
力

をふるわれたり、不
ふ
当
とう
な扱
あつか
いなどを

受
う
けたりすることがないように、国

くに
は

子
こ
どもを守

まも
らなければなりません。

第
だい 19条じょう	【あらゆる暴ぼ う

力
りょく

からの
保
ほ

護
ご

】
第
だい 18条じょう	【子こどもの養よ う

育
い く

は
まず親

お や

に責
せ き

任
に ん

】
子
こ
どもを育

そだ
てる責

せき
任
にん
は、まずその両

りょう

親
しん
（保

ほ
護
ご
者
しゃ
）にあります。国

くに
はその手

て

助
だす
けをします。

子
こ
どもは、自

じ
分
ぶん
の成
せい
長
ちょう
に役
やく
立
だ
つ多
おお
く

の情
じょう
報
ほう
を手

て
に入

い
れる権

けん
利
り
をもってい

ます。国
くに
は、本

ほん
、新
しん
聞
ぶん
、テレビ、イン

ターネットなどで、子
こ
どものためにな

る情
じょう
報
ほう
が多
おお
く提
てい
供
きょう
されるようにすす

め、子
こ
どもによく

ない情
じょう
報
ほう
から子

こ
ど

もを守
まも
らなければ

なりません。

第
だい 17条じょう	【適て き

切
せ つ

な情
じょう

報
ほ う

の入
にゅう

手
し ゅ

】

※「子
こ

どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

」は前
ぜん

文
ぶん

と54条
じょう

の条
じょう

文
ぶん

から成
な

り立
た

っています。日
に

本
ほん

ユニセフ協
きょう

会
かい

では
具
ぐ

体
たい

的
てき

な子
こ

どもの権
けん

利
り

を定
さだ

めた第
だい

1～40条
じょう

を、わかりやすい抄
しょう

訳
やく

として公
こう

開
かい

しています。読
よ

んでみよう！

PDF PDF

■ ご報告はこちらのフォームから
https://tayori.com/f/kodoken-reportform

PDF

■ PDF 版もダウンロードいただけます
https://www.unicef.or.jp/kodomo/cre/action/reportform.pdf
送り先はこちら▶ �E-mail: se-jcu@unicef.or.jp	

Fax: 03-5789-2034

ご報告いただいた学校・園やクラスには

参加賞は郵送でお送りします。
ぜひ学校・園内や
活動をされたクラスに
掲示してください！

感謝のしるしとして 参加賞（賞状）をお贈りいたします。
また、活動に参加された児童・生徒や園児の皆さんには、

「こどものけんりプロジェクト」 の ステッカー を差し上げます。

参加賞

ステッカー
園児・児童・生徒の皆さんに、ひとり一枚ずつ
お配りいただけるステッカー（A6 サイズ）
裏面には「こどものけんりプロジェクト」のテーマ
ソング「“ こえ ” のうた」の歌詞も載っています。

授業や活動を行うなかで、先生方はどのように工夫
をされ、どんなことに気を配られたでしょうか？
どのような成果を感じ、あるいは、どのような課題
やチャレンジがあったでしょうか？ユニセフが提唱
する子どもたちの権利が守られる教育環境づくり
は端緒についたばかりですが、先生方の取り組み
がその広がりを後押ししてくれると考えています。
活動のご報告とともに、ぜひ先生方の率直なお声
を共有いただければ幸いです。

たくさんのご応募をお待ちしています!

※学校・園からご注文いただく際には送料はかかりません。実費ご負担分については、資料送付時に同封する振込用紙にて後日送金をお願いいたします。

学校・園名

ご担当者名（職）

学校／園住所
（送付先）

〒

電話番号 E メール

希望資料
（希望数をご記入ください）

冊子名 値段 希望冊数
子どもの権利条約カードブック 1 冊目無料／ 2 冊目から 60 円 部
学習資料 子どもの権利条約 無料（児童・生徒数分のご提供も可能です） 部

送信先 FAX Eメール03-5789-2034 se-jcu@unicef.or.jp

資料請求はこちらから

発行：2025 年 8月

子ども向け
「子どもの権利」
学習サイト
https://www.
unicef.or.jp/
crc/kodomo/

CRE ウェブサイト
子どもの権利が守られた
学校・園づくり

https://www.unicef.
or.jp/kodomo/cre/

 ©NED

 ©NED
ジーン ケーン

動画や指導案など、
学校での

実践のヒントが
盛りだくさん！

実践のご報告も
募集しています！



つくってみよう！
「子どもの権利を大切にする学級目標」

こどものけんりプロジェクト
「先生のためのツールボックス」

子どもたちのウェルビーイングのために、ユニセフが提唱してい
る「子どもの権利を大切にする学級目標づくり」。この取り組み
は、先生も子どもたちも共に「子どもの権利」について学ぶとこ
ろから始まります。そして、一人ひとりの権利が大切にされる、み
んなにとって過ごしやすく学びやすい学級をつくるために、自分
たちにできることは何か、また権利を尊重するとはどういうこと
か、みんなで考え、学級目標としてまとめていきます。年度初めの
学級目標づくりに、ぜひ「子どもの権利」の学びと視点を取り入れてみてください！

「子どもの権利条約」を日本が締結してから30周年の2024年に、日本ユニセフ協会とこども家庭庁の
共催でスタートした「こどものけんりプロジェクト」。子どもの権利についての正しい理解と普及を通じ
て、子どもたちの心身の健やかな成長とウェルビーイングの向上を目指すキャンペーンです。ウェブページ

「先生のためのツールボックス」では、学校や園で、先生も子どもたちも一緒に楽しく学び考えることので
きる、さまざまな動画や教材をご提供しています。ぜひ、授業や行事などでご活用ください！

西東京市立保谷小学校で実施された「子どもの権利を大切にする学級目標づくり」の実践事例を、
ウェブサイトや冊子にてご紹介しています。また、授業展開を簡潔にまとめた「授業プラン」もあります。

参考資料のご案内

つくってみよう！
「子どもの権利を大切にする学級目標」

https://www.unicef.or.jp/kodomo/
nani/siryo/pdf/CREjissen.pdf

https://www.unicef.or.jp/kodomo/
cre/action/classcharter-hoya/

日本での実践記録
私たちの権利を大切にする学級目標づくり

PDF

キャンペーンソング

「子どもの権利条約」の４つの原則の一つ、「子どもの声を聴く
こと」をテーマにしたキャンペーンソング。
“こえ”は、一人ひとりの気持ち、思いや意見、ありのままの自分、
そして権利のたとえです。

日本語・英語・合唱バージョンのほか、
インクルーシブバージョン※もあります。
（※障がいのある子もない子も共に“うたって”
います。メイキング映像付き。）

うた：みー（満島ひかり）とNHK 東京児童合唱団

「子どもの権利」について

楽譜や音源も豊富に
掲載しています。

学校・園での授業や行事に
ご活用ください！

「アイラブみー」 ©NHK

（左記のウェブサイトからもダウンロード
いただけます。）

ジーン＆ケーン ©NED

ジーン＆ケーン 学んでみよう！子どもの権利
ジーン＆ケーンが「子どもの権利」について突撃取材！
「子どもの権利」について、楽しくわかりやすく学べる動画です。

学級目標づくりのプロセス

「子どもの権利」について
知ることから始めよう。「子
どもの権利条約」にはど
んな権利が定められてい
るのか、またこれらの権利
を自分もそして同級生も、
もっていることを学ぼう。

自分たちの学級をよくして
いくためには、どの権利が
特に大切であるか考え、
選んでみよう。選んだ権利
を自分たちのために、ま
たみんなのために、どのよ
うにして守っていけるか
考えよう。

選んだ条文をもとに、自
分たちの言葉で「学級目
標」をつくってみよう。「学
級目標」の内容が「子ど
もの権利条約」に沿って
いるか、ふりかえりながら
考えよう。該当する条文を
添えるのもよい。

できあがった「学級目標」
を、教室のみんなから見
える場所に掲示しよう。
また「学級目標」を定期的
にふりかえり、よりよい学
級をつくっていくために話
し合いを続けていこう。

❶ 権利を知ろう ❷ 選んでみよう ❸ 書いてみよう ❹ 掲示しよう

https://www.unicef.or.jp/
kodomo/cre/kodoken-toolbox/

ユニセフ 先生のためのツールボックス

「“こえ”のうた」「“こえ”のうた」

学べる動画学べる動画

指導案や板書例、
授業で使えるワークシートなど

動画を使って実践いただける指導案やワークシート、模擬授業や実践授業の紹介動画・レポートなど、学校・園での実践の参考になる情報が満載です。

模擬授業動画 実践授業動画やレポート

の紹介指導案＆模擬授業・実践授業指導案＆模擬授業・実践授業

「あたりまえ認定」シリーズ
NHKの人気アニメシリーズ「アイラブみー」をもとに制作された、低年齢向けのストーリー。みーと仲間たちがさまざまな体験をとおして、自分たちの
大切な権利について気づいていきます。

これってカワイイ？ヘン？ おもっててもいえないよ…こころのアラーム

ユニセフ 学級目標づくり


